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お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

委
員
募
集

【�

公
園
等
指
定
管
理
者
評
価
委
員

会
】

　

公
園
等
の
指
定
管
理
者
が
行
っ

た
業
務
に
つ
い
て
、
検
討
・
審
議

し
ま
す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
３
人
（
選
考
）

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
８
年
３
月

e
小
論
文
・
応
募
用
紙
は
返
却
し

ま
す

m
１
月
９
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直

接
、
小
論
文
（
８００
字
以
内
・
課
題

＝
「
公
園
や
環
境
楽
習
館
が
み
ん

な
の
居
場
所
と
な
る
た
め
に
で
き

る
こ
と
」）・
住
所
・
氏
名
・
年
齢

・
性
別
・
電
話
番
号
・
職
業
を
明

記
し
、
環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係

（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・

市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６
０
f
０４２

−

３８３

−

６
５
７

７
）
へ

【�

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
】

　

市
内
防
犯
施
策
等
に
つ
い
て
、

検
討
・
審
議
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
１
月
２１
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
７
人
（
選
考
）

■
任
期
１
月
２１
日
～
令
和
８
年
１

月
２０
日
（
年
２
回
程
度
開
催
）

m
１
月
９
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直

接
、
小
論
文
（
千
２００
字
以
内
・
課

題
＝
「
め
ざ
す
べ
き
安
全
・
安
心

な
ま
ち
と
は
ど
の
よ
う
な
ま
ち

か
」）・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
地
域

安
全
課
地
域
安
全
係
（
〒
１８４

−

８

５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
本
庁

舎
１
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
０
６
f

０４２

−

３８４

−

６
４
２
６
）
へ

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

e
▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
選

考
基
準
・
方

法
等
詳
細
は

お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

武
蔵
小
金
井
駅
北
口
の
ま
ち
づ

く
り
の
方
針
（
案
）
に
対
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
検
討

結
果

　

こ
の
た
び
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見

の
検
討
結
果
お
よ
び
そ
の
理
由
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■
意
見
募
集
期
間
９
月
１９
日
～
１０

月
２０
日

■
意
見
数
・
人
数
８１
件
・
２９
人

■
公
開
場
所
等
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
）、

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
情

報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）、

主
な
市
内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

i
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
ち
づ
く

り
係
（
☎
０４２

−
３８７

−

９
８
６
２
）

都
市
計
画
を
変
更

　

市
で
は
、
次
の
都
市
計
画
を
変

更
し
ま
し
た
の
で
、
関
係
図
書
の

縦
覧
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
対
象
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

■
縦
覧
場
所
i
都
市
計
画
課
都
市

計
画
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階

☎
０４２

−

３８７

−

９
８
５
９
）

都
市
計
画
案
の
縦
覧
お
よ
び

意
見
書
の
受
け
付
け

　

住
民
お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る

方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を

受
け
付
け
ま
す
。

■
対
象
都
市
計
画
案
▽
小
金
井
都

市
計
画
用
途
地
域
（
変
更
）
▽
小

金
井
都
市
計
画
高
度
地
区
（
変

更
）
▽
小
金
井
都
市
計
画
防
火
地

域
及
び
準
防
火
地
域
（
変
更
）

■
縦
覧
・
意
見
書
受
付
期
間
１２
月

１１
日
（
月
）
～
２５
日
（
月
）

■
意
見
書
受
付
受
付
期
間
内
（
必

着
）
に
、
住
所
・
氏
名
・
意
見
・

都
市
計
画
の
種
類
を
明
記
し
、
郵

送
、
Ｅ
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た

は
直
接
、
都
市
計
画
課
へ

■
縦
覧
場
所
i
都
市
計
画
課
都
市

計
画
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所

不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
５
９
f
０４２

−

３８６

−

２
６
１
９
as0
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）

わ
く
わ
く
都
民
農
園
小
金
井

利
用
者
募
集

　

定
年
退
職
前
後
の
シ
ニ
ア
層
の

活
躍
と
地
域
住
民
の
多
世
代
交
流

を
目
的
と
し
た
わ
く
わ
く
都
民
農

園
小
金
井
の
利
用
者
を
募
集
し
ま

叙
　
　
　勲

叙
　
　
　勲

露
口
　
哲
治
　
氏

■
住
所
前
原
町
二
丁
目

■
受
章
年
月
日
１１
月
３
日

■
功
績
平
成
１3
年
４
月
に
当
選
さ

れ
、
平
成
２９
年
４
月
ま
で
の
長
き

に
わ
た
り
市
議
会
議
員
の
職
に
あ

り
、
こ
の
間
、
副
議
長
、
監
査
委

員
、
建
設
環
境
委
員
会
委
員
長
な

ど
を
歴
任
し
、
本
市
の
都
市
基

盤
、
教
育
、
文
化
、
福
祉
の
向
上

と
議
会
の
円
滑
な
運
営
お
よ
び
地

方
自
治
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
さ

れ
ま
し
た
。

都
知
事
表
彰

都
知
事
表
彰

t
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
ま

た
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
に
加

入
し
、
申
請
時
に
共
済
掛
金
お
よ

び
住
民
税
（
市
・
都
民
税
）
を
滞

納
し
て
い
な
い
事
業
主

※
対
象
の
事
業
主
に
は
、
別
途
連

絡
し
ま
す

■
補
助
金
額・期
間
被
共
済
者（
従

業
員
）
１
人
に
つ
き
月
額
５００
円

で
、
加
入
し
た
月
か
ら
２４
か
月
を

限
度
と
し
ま
す

■
必
要
書
類
▽
申
請
書
▽
加
入
者

内
訳
書
▽
退
職
金
共
済
手
帳
の
写

し
▽
市
・
都
民
税
納
税
証
明
書

m
１２
月
２０
日
ま
で
に
、
申
請
書
に

必
要
事
項
を
明
記
し
、
必
要
書
類

を
添
え
て
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
本
町
暫
定
庁

舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

２
５
２
５
）

へ地
域
連
携
型
就
職
面
接
会
お
よ
び

面
接
会
対
策
セ
ミ
ナ
ー

【
面
接
会
事
前
対
策
セ
ミ
ナ
ー
】

d
１２
月
１２
日
（
火
）
午
後
２
時
～

４
時
b
国
分
寺
市co

co
b
u
n
ji

プ

ラ
ザ
（
国
分
寺
市
本
町
３

−

１

−

１
）
s
3０
人

【
面
接
会
直
前
対
策
セ
ミ
ナ
ー
】

d
１２
月
１５
日
（
金
）
午
後
２
時
～

４
時
b
武
蔵
野
ス
イ
ン
グ
ホ
ー
ル

（
武
蔵
野
市
境
２

−

１４

−

１
）
s

２５
人
e
保
育
有
り（
要
事
前
申
込
）

【
地
域
連
携
型
就
職
面
接
会
】

d
１２
月
２１
日
（
木
）
午
前
１０
時
～

正
午
、
午
後
２
時
～
４
時
b
武
蔵

野
市
同
ホ
ー
ル
■
参
加
企
業
数
各

回
１０
社
程
度
s
各
回
５０
人
e
▽
面

接
を
希
望
す
る
企
業
の
数
だ
け
履

歴
書
を
持
参
▽
保
育
有
り
（
要
事

前
申
込
）

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

m
電
話
で
東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー

多
摩
（
☎
０４２

−

５２１

−

６
７
６
１
）

へ

す
。

【
シ
ニ
ア
農
園
】

t
都
内
在
住
の
５０
歳
以
上
の
方

s
１０
人
程
度
（
多
数
抽
選
）

n
利
用
料
（
年
額
）
＝
５
万
５
千

円
、
年
会
費
＝
３
千
円

e
１
人
１
区
画
＝
２０
平
方
㍍

【
こ
ど
も
農
園
】

t
都
内
在
住
の
小
学
生

s
１０
人
（
多
数
抽
選
）

n
利
用
料
（
月
額
）
＝
１
万
３
千

円
、
年
会
費
＝
３
千
円
、
保
険
料

＝
（
年
額
）
千
円

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

b
わ
く
わ
く
都
民
農
園
小
金
井

m
１２
月
１
日
～
１８
日
（
消
印
有

効
）
に
、
郵
送
ま
た
は
観
光
ま
ち

お
こ
し
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
専
用

フ
ォ
ー
ム
（h

ttp
s://ko

gan
ei-

kan
ko

.jp
/farm

/

）
で
、
住
所

・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
わ
く
わ
く
都
民
農
園

小
金
井
（
〒
１８４

−

０
０
０
４
本
町

２

−

８

−

６
）
へ

i
観
光
ま
ち
お
こ
し
協
会
（
☎
０４２

−

２０８

−

３
４
１
３
）

中
小
企
業
の
事
業
主
の
方
へ

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

等
の
掛
金
を
補
助

　

こ
の
制
度
は
、
退
職
金
制
度
を

持
つ
こ
と
が
難
し
い
中
小
企
業
の

事
業
主
を
対
象
に
、
従
業
員
（
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
含
む
）
の
福
祉

の
向
上
・
雇
用
の
安
定
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
事
業
主
が
従

業
員
の
た
め
に
加
入
す
る
中
小
企

業
退
職
金
共
済
制
度
ま
た
は
特
定

退
職
金
共
済
制
度
の
掛
金
の
一
部

を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

１２
月
の
休
日
窓
口

■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係（
３
日
の
み
）、

納
税
課
（
３
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
国
民

年
金
事
務
・
市
税
証
明
書
交
付
事

務
ほ
か
）
も
あ
り
ま
す
。
個
人
番

号
カ
ー
ド
に
係
る
業
務
は
１７
日
の

み
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん

i
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

０４２
−

３８７

−

９
８
２
６
）、
土
曜
・

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

０４２

−

３８３

−

１
１
１
１
）

1２月  ○は休日窓口開設日
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

旭
日
双
光
章

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し

て
、
多
年
に
わ
た
り
社
会
福
祉
の

増
進
に
貢
献
の
あ
っ
た
次
の
方

が
、
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

■
受
賞
月
日
１１
月
２８
日

【
一
般
功
労
賞・在
職
１０
年
以
上
】

島
田
　
安
雄
　
氏

�

（
東
町
３
丁
目
）

　年末年始は収集量が大幅に増えます。
　年末年始の片付けにより一度に大量に排出することは避けていただ
き、計画的に排出していただくようお願いします。年末年始のごみ・
資源物の収集日は、ごみ・リサイクルカレンダーでお早めにご確認く
ださい。
　また、年末年始は分別されていないごみ・資源物が多く見受けられ
ます。特にスプレー缶や有害ごみなどの混入は火災、爆発事故の原因
となりますので、分別の徹底にご協力をお願い
します。
※粗大ごみの年内収集の最終申込日は１２月１５日
（金）です。１８日（月）～２８日（木）に申し込
んだ場合は、年明けの収集になります
iごみ対策課清掃係（☎０４２−３８７−９８３５）

年末年始のごみ・資源物収集日等の年末年始のごみ・資源物収集日等の
ご確認をご確認を

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 5・12・1 2


